
より良い行政・より良い北陸地方を目指して、
総務省 中部管区行政評価局で

一緒に働いてみませんか？

行政相談キャラクター
「あいぴょん」

行政相談マスコット
「キクーン」

北陸３県での
勤務を基本とする職員の
採用を開始します！

中部管区行政評価局とは

中部管区行政評価局は、東海北陸６県(愛知県、岐阜県、三重県、静

岡県、石川県、富山県)を管轄する総務省行政評価局の出先機関です。

各県の県庁所在地に設置された局所等を通じて、｢各府省の行政運営

の改善に関する調査｣と｢行政相談｣を実施しています。

令 和 ７ 年 度 の 採 用 活 動 か ら は …

◇ 福井行政監視行政相談センターは、大阪府にある近畿管区行政評価局の

出先機関ですが、この度、福井県・石川県・富山県の北陸３県を中心に勤

務していただく専門の採用枠を中部管区行政評価局に設けます。
※ 転勤の頻度は、おおむね3年に一度程度です。

※ 本人の能力や適性等に応じ、本省等で勤務する機会があるほか、昇任時等に北陸３県以外へ異動してもらう場合があります。

◇ これにより、北陸出身の学生のみなさまの転勤に伴う引っ越しの機会が

少なくなり、地元を中心とした人生設計がしやすくなります。３県の事務

所はいずれも新幹線停車駅至近にあり、新幹線を利用して快適に通勤して

いただくことも可能です。

◇ 中部管区行政評価局は、テレワークやフレックス勤務など、ワークライ

フバランスに配慮した働き方を推進しています。

お問合わせ先

中部管区行政評価局 総務課 ℡：052-972-7421

詳しくはこちらから！
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